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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】白浮きせず、塗布後の時間経過と共に生じるくすみを低減させたメイクアップ化
粧料の提供。
【解決手段】白色粉体、ベンガラ被覆酸化チタン、赤色酸化鉄および黄色酸化鉄を含み、
黒色酸化鉄を含まないメイクアップ化粧料。前記ベンガラ被覆酸化チタンを白色粉体の重
量に対して０．１～２倍量含むメイクアップ化粧料。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色粉体、ベンガラ被覆酸化チタン、赤色酸化鉄および黄色酸化鉄を含み、黒色酸化鉄
を含まないことを特徴とするメイクアップ化粧料。
【請求項２】
　前記ベンガラ被覆酸化チタンを、白色粉体の重量に対して０．１～２倍量含むことを特
徴とする請求項１に記載のメイクアップ化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、白浮きせず、塗布後の時間経過と共に生じるくすみを低減させたメイクアッ
プ化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なメイクアップ化粧料、例えば、パウダーファンデーション、油性ファンデーシ
ョン、ジェル状ファンデーション、クリーム状ファンデーション、リキッドファンデーシ
ョン等には、肌上に塗布することにより魅力ある美しい外観を演出するために使用される
。このようなメイクアップ化粧料は、血行不良や色素の沈着など加齢とともに感じられる
肌色のくすみをカバーするとともに、仕上がりの色調が自然であることが求められている
。つまり、メイクアップ化粧料においては、肌を自然な肌色に着色することが求められる
。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載されるように、ファンデーションを肌色に着色する際に黒酸
化鉄を用いて調整することが記載されている。実際にファンデーションを肌色に着色しよ
うとした場合、酸化チタン、タルク等の白色に、赤色酸化鉄、黄色酸化鉄、黒色酸化鉄の
三色を配合することにより色を調整することが通常である。しかしながら、黒色酸化鉄を
用いた場合、肌に塗布後の時間経過と共に色がくすんでしまうという問題を生じることが
判った。一方で、くすみの原因である黒色酸化鉄を使用しない場合には、酸化チタンやタ
ルク等のベース色である白色が強くでてしまい、白く浮き上がった肌色しか調色すること
ができず、自然な肌色とはいえないものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－０３１０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、白浮きせず、塗布後の時間経過と共に生じるくすみを低減させたメイクアッ
プ化粧料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のメイクアップ化粧料は、白色粉体、ベンガラ被覆酸化チタン、赤色酸化鉄およ
び黄色酸化鉄を含み、黒色酸化鉄を含まないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のメイクアップ化粧料によれば、塗布後の経時的なくすみの発生を低減し、白浮
きを抑制して自然な肌色を実現することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
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【０００９】
　本発明のメイクアップ化粧料は、白色粉体、ベンガラ被覆酸化チタン、赤色酸化鉄およ
び黄色酸化鉄を含み、黒色酸化鉄を含まないものである。とくに、黒色酸化チタンを用い
ず、ベンガラ被覆酸化チタンを用いることにより、自然な肌色に調色することが可能であ
り、塗布後の経時的なくすみを抑制することができる。
【００１０】
　本発明のメイクアップ化粧料において使用される白色粉体は、白または白以外の色相の
調整に実質的に寄与しない粉体である。この白色粉体は、化粧料で使用されるものであれ
ば特に限定されず、例えば、タルク、カオリン、マイカ、合成雲母、酸化チタン、酸化亜
鉛、パール光沢顔料、シリカ、ポリアミド樹脂（ナイロン粉末）ポリエチレン粉末、ポリ
メタクリル酸メチル粉末、ポリウレタン粉末、ポリスチレン粉末、ポリアクリル酸アルキ
ル粉末、スチレンとアクリル酸の共重合体樹脂粉末、シリコーン粉末、架橋型シリコーン
粉末等が挙げられる。
　本発明のメイクアップ化粧料における白色粉体の含有量としては、その剤型によって異
なる最適量を含有することが好ましい。例えば、パウダーファンデーション等の粉末状又
は粉末を固形化した化粧料の場合には、その全質量に対し、５０質量％以上９０質量％以
下が好ましい。また、リキッドファンデーション等の液状又はクリーム状の化粧料である
場合には、その全質量に対し、０．１以上３０質量％以下が好ましい。
【００１１】
　本発明のメイクアップ化粧料において使用されるベンガラ被覆酸化チタンは、酸化チタ
ンの表面にベンガラ（赤酸化鉄）を焼晶させたものである。
　このベンガラ被覆酸化チタンは、本発明のメイクアップ化粧料において、上記白色粉体
の重量に対して、０．１～２倍量配合することが好ましい。
【００１２】
　本発明のメイクアップ化粧料において使用される赤色酸化鉄および黄色酸化鉄は、通常
化粧料において使用されるものであれば特に限定されるものではない。
　この赤色酸化鉄および黄色酸化鉄は、本発明のメイクアップ化粧料の色調を肌色に整え
る量であればよく、通常０．００１～１質量％の範囲で配合することが好ましい。
【００１３】
　上記白色粉体、ベンガラ被覆酸化チタン、赤色酸化鉄および黄色酸化鉄は、親水化処理
または疎水化処理が施されていてもよい。
【００１４】
　本発明のメイクアップ化粧料は、Ｗ／ＯまたはＯ／Ｗエマルジョン状、クリーム状、ジ
ェル状、固形状、パウダー状などの所望される剤形に応じて、上記白色粉体、ベンガラ被

できる。上記他成分としては、化粧品や医薬部外品などで配合成分として一般的に用いら
れる、界面活性剤、ゲル化剤、油脂類、ｐＨ調整剤、保湿剤、溶剤、防腐剤、植物抽出物
、紫外線吸収剤、抗炎症剤、香料などを適宜配合することができる。
【００１５】
　本発明のメイクアップ化粧料としては、ＢＢクリーム、ファンデーションまたは化粧下
地が好適である。
【実施例】
【００１６】
　つぎに、本発明の実施例、比較例および参考例について説明するが、本発明は、下記の
実施例に限定されるものではない。
　本発明の実施例、比較例および参考例のメイクアップ化粧料を表１に示す組成にて調製
した。
　具体的には、▲１▼をホモミキサーにて均質に混合した後、加熱しながら▲２▼を加え
て混合した。そこに、一方で▲３▼を加熱しながら混合したもの加え、乳化させ、冷却す
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ることによりジェル状のメイクアップ化粧料を調製した。
【００１７】
【表１】

【００１８】
　［塗布試験］
　調製した実施例及び比較例のメイクアップ化粧料を０．１ｇ取って、前腕内側部位５ｃ
ｍ×５ｃｍに塗布した。塗布後、５分後、および１時間後にカラーリーダーＣＲ－１３型
（コニカミノルタ社製）を用いてＬａｂを測定した。なお、参考例のメイクアップ化粧料
については、同様に塗布後、５分後のみ測定した。測定結果は、３回測定した際の平均値
とし、表１に示した。
【００１９】
　塗布試験の結果から明らかなように、黒色酸化鉄を配合せず、ベンガラ被覆酸化チタン
を配合した実施例１，２では、明度の低下が見られないものの、黒色酸化鉄を配合し、ベ
ンガラ被覆酸化チタンを配合しなかった比較例１，２において明度の低下が見られた。つ
まり、黒酸化鉄が塗布後の時間経過とともに生じるくすみの原因であることがわかる。一
方、ベンガラ被覆酸化チタンを配合しても塗布後の時間経過とともにくすみが生じないこ
とがわかる。
【００２０】
　また、本発明の参考例のメイクアップ化粧料については、ベンガラ被覆酸化チタンおよ
び黒色酸化鉄を使用せず、白色粉体、赤色酸化鉄、黄色酸化鉄を用いて、自然な肌色に調
色しようとしたものである。
　しかしながら、メイクアップ化粧料を塗布していない肌をカラーリーダーで測定した結
果（ａ：６．９、ｂ：１４．１、Ｌ：６１．９）と比べてかけ離れた結果となった。さら
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に、赤色酸化鉄、黄色酸化鉄を減らしてａ値、ｂ値を合わせた場合には、明度が高くなり
すぎ、白浮きした状態であった。つまり、ベンガラ被覆酸化チタンまたは黒色酸化鉄を使
用しない場合には、肌色に調色できないと考えられる。
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